
施策評価シート《マネジメントシート》

⑤

①

②

③

⑥

⑦

④

⑧

目標値評価年度過年度実績

個別の指導計画の作成

　小学校に入学したばかりの１年生が小学校の学習中心の生活になじめず、学校生活に対応できなくなる、いわゆる「小１プロブレ
ム」や、中学校入学直後に、複数の小学校から入学した生徒の中で人間関係をうまく作れなかったり、学習の内容やスピードについ
ていけなかったりした結果、学力低下やいじめ、不登校といった問題として表れる、いわゆる「中１ギャップ」などの問題が全国的
に顕著になっています。
　本市では、平成22年度から子どもの健やかな成長を目指して、幼稚園を訪問し、特別な支援を要すると思われる子どもの状況や
様子を聞く「巡回相談」や子どもの成長・発達についての相談を受ける「発達相談」を実施しています。
　今後は、保育所(園）の保育士、幼稚園及び小・中学校の教員等が、保・幼・小・中間の「段差」を理解し、子どもたちの連続的
な発達等を考慮しながら、それぞれの立場で子どもの付けたい力や育ち・学びの連続性についての相互理解を深め、小・中学校教育
への接続を円滑にすることが必要です。さらに、地域の子どもを地域で育てるために、保護者・地域の方にも子どもたちの健全育成
に関わっていただくことにより、地域ぐるみの子育ての輪を広げ、子どもたちに地域を愛し地域のために活動しようとする心情や態
度を育成する必要があります。

施策の現状と課題

　子どもの育ちと学びをつなぐ保・幼・小・中の「段差」の解消に取り組み、就学前教育と小学校教育さらには中学校教育への滑ら
かで確実な接続を図ります。施策の基本方針
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施策の主担当課名 学校教育課

基本施策 教育政策課・指導室・子ども支援課

施策名 保・幼・小・中の連携した教育の推進

施策の体系

基本目標 ひとを育むまち

心とからだ育成プロジェクト

施策コード B-4-1

　学校等においては、発達障害を含む障がいのある幼児児童生徒一人ひとりの障がいの状況に応じたきめ細かな指導が行えるよう｢
個別の支援計画」「指導計画」の作成に努めます。

主要施策名(３)

教育支援・就学相談の充実

　保・幼・小間の子どもの交流活動を促進することにより、園児の小学校への親近感や期待感を育んでいきます。また、異年齢の中
での自分の存在を確認し、他の子どもと協調することで培われる良好な人間関係の形成や、コミュニケーション力の育成に取り組ん
でいきます。

主要施策名(４)

　幼稚園等との連絡会議を開催することにより連携強化を図るほか、保・幼・小・中間の教職員等の交流を促進するため、「保・
幼・小・中連絡協議会（仮称）」を設置し、幼児や児童生徒の実態、教育内容や指導方法についての相互理解と連携を深め、円滑な
接続に向けた指導方法の改善を図っていきます。また、子どもの発達段階に応じて保・幼・小・中が果たすべき役割について再認識
し、義務教育修了までの長期的な視点に立ち、保育課程や教育課程、指導方法等を工夫します。

主要施策名(１)

指標名(単位) 達成度の説明（H26年度）

　保護者や関係機関等と連絡調整を図りながら、きめ細かな教育支援等が実施できる体制整備を図ります。

主要施策名(２)

施策の内容
（主要施策） 保・幼・小・中の連携強化

主要施策名(５)

子どもの交流活動の推進

主要施策名(6)

目標指標

幼稚園長会議年間開催回
数(回)

H22年度 H23年度

保・幼・小・中連絡協議
会年間開催回数(回)

H22年度 H23年度

未実施

H24年度 H25年度

H27年度 H28年度H24年度

H26年度 H27年度 H28年度

2 21 1 1

未実施 0

小学校への入学に当たり、スムーズな小学校への移
行を可能にするために園児の園での生活の様子を把
握するための幼稚園援巡回相談事業及び幼稚園就園
奨励費の申請について説明・協議を行った。

H25年度

2

H26年度

小学校入学を控えた３月に実施を予定していたが、
関係機関の日程調整がつかなかった。２７年度以降
は、秋頃に開催できるよう調整を行う予定である。

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

2

H28年度

0 1 0 1

事務事業名 事務事業の内容

事業費（人件費込、単位：千円）

Ｈ27年度
見込額

1 特別支援教育総合推進事業
小学校への入学に当たり、スムーズな小学校への
移行を可能にするために園児の園での生活の様子
を把握する。

優先順位

H26年度 H27年度

Ｈ25年度
実績値

Ｈ26年度
実績値

関係課名

198 216 504 1
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　特別な支援を要する児童生徒に限らず、就学前教育と小学校教育の円滑な接続はとても重要である。学力調査でいう学力にとどま
らず、広い意味での学力向上を目指し、昨年１１月に保幼から高校段階までの関係者を委員に、学力向上対策委員会を組織して幼児
期からの対応に取り組んでいる。
　特別な支援を要する児童については、個別の支援計画・指導計画を作成し、関係機関の力も借りながら、長期的スパンで支援にあ
たっており、教職員対象の研修会の内容を充実し、個々の力量を向上させることにより、効果的な支援につなげている。また、保幼
を対象にした年２回の巡回相談等により、早期対応を進めるとともに、福祉部との連携を強化し、乳幼児健診の結果も継続的に活用
していきたい。
　４月の「障害者差別解消法」施行を受け、共生社会の実現に向け、インクルーシブ教育システム構築が求められている。特別な支
援を必要とする児童生徒の、教育的ニーズに的確に応えるため、基本的環境整備と合理的配慮を進めていく必要がある。
　検証については、児童の状況、教職員・保護者の聞き取り等により行い、学力向上対策委員会や福祉部と連携しながら、その後の
方向性を検討していきたい。

平成２２年度より幼稚園への巡回相談事業を実施し、従来より実施している保育園・保育所の巡回相談と合わせて子
どもの適正な就学につながるようにサポートしてきた。また、平成２５年度より特別支援教育アドバイザーを臨時職
員として配置し、保・幼・小・中の特別な支援を必要とする園児・児童・生徒の見取りや適切な支援が可能となり、
保護者や教職員への的確なアドバイスや個別の支援計画・個別の指導計画作成等への支援が充実してきた。平成２７
年度より幼稚園所管の福祉部と連携を蜜にし、保・幼・小・中の連携強化及びこのような子どもたちを中心にした支
援体制の充実に向けて、施策を推進していきたい。

　文科省の調査によると、小中学校における発達障害や、LD,ADHDなどが原因で特別な支援を必要とする児童生徒
は、全体の6.6％にも上るという調査結果が出ているのは周知の事実である。今後このような児童生徒は更に増えて
いくのではないかと考えられる。現在、本市においては小中学校では、AT（アシスタントティーチャー）や特別支援
学級等で対応しているが、教職員の数にも限界があり、中々きめ細かな指導が行き届かないのが現状ではないか。ま
た教職員の負担は相当なものではないかと推察する。保育園、幼稚園や子ども支援課などと連携し、そういった恐れ
のある子どもの情報をいち早く把握し、早い段階での対応を執ることで小学校での対応も変わるのではないか。教育
委員会では、保幼巡回相談や特別支援教育アドバイザーなどを配置し、積極的に保幼と連携をとり、小学校へ繋げて
いく試みを図っているようだが、その後の検証を行うことが重要であると考えられる。細かな検証を行い、今後どう
するべきか、どうやっていくべきか検討し、保護者や教職員の負担軽減も含めた検討をお願いする。

施策に対する
市の最終方針

施策構成
事務事業

施策全体の今後
の方針と展望

(主要部長の意見)

総合計画審議会
からの意見及び
指摘事項等
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